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令和６年度小学校統合について 

 

１ 令和６年度統合後の小学校における学校名称の事務局案について 

中藁科小、水見色小、清沢小が統合し、令和６年４月から新たな小学校が開校するにあたり、

下記の事項等を勘案し、学校名称を「中藁科小学校」としたいと考えています。 

＜学校名称変更に伴い必要となる主な事項＞ 

⇒学校名称の決定には多くの議論（地域、保護者、児童アンケート、住民説明会等）が必要であり、

短期間での決定は非常に困難である。 

 

２ 令和６年度小学校統合後の教育活動について 

一方で、令和６年４月開校の新しい小学校では、藁科中学校との接続や、令和 10 年度の小学校と

中学校の統合を見据え、中藁科地区（中藁科小・水見色小）と清沢地区（清沢小）の「ひと・こと・

もの」について体系的に学ぶことができるような教育活動（わらしな学等）を検討していきます。 

＜地域の「ひと・こと・もの」の例＞ 

  中藁科小学校：お茶、イチョウ など 

  水見色小学校：お茶、アイススケート、蛍の里コンサート など 

  清沢小学校 ：清沢神楽、清沢和紙、清沢レモン など  

 

  ※参考 令和 10 年度の小中学校統合に向けた学校名称等決定スケジュール 

 

①学校設置条例の改正 
・令和５年９月議会に学校名称の変更に伴う条例改正議案を上程するため

には、７月末までには学校名称を決定する必要がある 

②新たな校章、校旗等の作成 ・学校名称の変更に伴い、校章、校旗、校歌を新たに決定する必要がある。 

③学校備品等の表記変更 

・条例改正案の議決後、備品や文書、看板等全ての旧学校名称（中藁科小

学校）を新たな学校名称に令和６年４月までに変更する必要がある 

※新たな学校名称は令和６～10 年度までの４年間のみの運用 

年度 内容 

令和６年度 
・学校種の検討・決定、周知（小中一貫校 or 義務教育学校） 

・学校名に関する意思決定方法の検討 

令和７年度 

・学校名案の募集（保護者、自治会、児童生徒） 

・住民説明会の実施（学校名等候補の報告ほか） 

・絞り込んだ候補にて住民投票 

令和８年度 

～ 

令和９年度 

・学校名決定、周知 

・校章、校旗案の募集・検討・決定 

・校歌歌詞検討、募集 

・校歌作詞作曲委託 

・校旗作成委託 

・制服の検討、決定 


